
平
成
二
十
三
年
法
務
省
令
第
四
十
四
号

日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を

離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法

施
行
規
則

日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱

し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年

法
律
第
七
十
一
号
）
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ

き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す

る
特
例
法
施
行
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
四
百
二
十

号
）
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
及
び
同
令
を
実
施
す
る
た

め
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離

脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
施
行
規
則

（
平
成
三
年
法
務
省
令
第
二
十
七
号
）
の
全
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

（
法
第
四
条
の
許
可
の
申
請
）

第
一
条
　
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍

を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法

（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

。
）
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
申
請
は
、
次
に
掲
げ

る
書
類
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
特
別
永
住
許
可
申
請
書

一
通

二
　
写
真
（
申
請
の
日
前
六
月
以
内
に
撮
影
さ
れ
た
も

の
で
別
表
第
一
に
定
め
る
要
件
を
満
た
し
た
も
の
と

し
、
か
つ
、
裏
面
に
氏
名
を
記
入
し
た
も
の
と
す

る
。
次
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一

項
、
第
九
条
第
一
項
並
び
に
第
十
条
第
一
項
及
び
第

二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
一
葉

三
　
本
邦
で
出
生
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

四
　
出
生
以
外
の
事
由
に
よ
り
本
邦
に
在
留
す
る
こ
と

と
な
っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
由
を
証
す
る

書
類

五
　
平
和
条
約
国
籍
離
脱
者
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
を
証

す
る
書
類

２
　
十
六
歳
に
満
た
な
い
者
に
つ
い
て
前
項
の
申
請
を
す

る
場
合
は
、
写
真
の
提
出
を
要
し
な
い
。

（
法
第
五
条
の
許
可
の
申
請
）

第
二
条
　
法
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
申
請
は
、
次
に

掲
げ
る
書
類
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
特
別
永
住
許
可
申
請
書

一
通

二
　
写
真
一
葉

三
　
平
和
条
約
国
籍
離
脱
者
又
は
平
和
条
約
国
籍
離
脱

者
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

２
　
前
項
の
申
請
に
当
た
っ
て
は
、
在
留
カ
ー
ド
（
出
入

国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三

百
十
九
号
。
以
下
「
入
管
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条

の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
申
請
の
場
合
に

準
用
す
る
。

（
特
別
永
住
許
可
書
）

第
三
条
　
法
第
六
条
に
規
定
す
る
特
別
永
住
許
可
書
の
様

式
は
、
別
記
第
三
号
様
式
に
よ
る
。

（
特
別
永
住
者
証
明
書
の
記
載
事
項
等
）

第
四
条
　
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
氏
名

は
、
ロ
ー
マ
字
に
よ
り
表
記
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
国
籍
の
属
す

る
国
又
は
入
管
法
第
二
条
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る
地
域

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
国
籍
・
地
域
」
と
い
う
。
）

は
、
日
本
の
国
籍
以
外
の
二
以
上
の
国
籍
を
有
す
る
特

別
永
住
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
国
籍
・
地
域
を

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
許
可
を

受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
法
第
七
条
第
二
項

又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
永
住
者
証
明
書
の

交
付
を
受
け
る
特
別
永
住
者
　
当
該
許
可
に
係
る
法

第
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ

れ
る
特
別
永
住
許
可
書
に
記
載
さ
れ
た
国
籍
・
地
域

二
　
法
第
十
一
条
第
二
項
（
法
第
十
二
条
第
三
項
、
第

十
三
条
第
二
項
及
び
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
新
た
な
特

別
永
住
者
証
明
書
の
交
付
を
受
け
る
特
別
永
住
者

（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
　
当
該
交
付
に
よ
り

効
力
を
失
う
こ
と
と
な
る
特
別
永
住
者
証
明
書
に
記

載
さ
れ
た
国
籍
・
地
域

三
　
国
籍
・
地
域
に
変
更
を
生
じ
た
と
し
て
法
第
十
一

条
第
一
項
の
届
出
に
基
づ
き
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
新
た
な
特
別
永
住
者
証
明
書
の
交
付
を
受
け
る

特
別
永
住
者
　
変
更
後
の
国
籍
・
地
域

３
　
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
地
域
と
し
て
出
入
国
管

理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
百
七

十
八
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
地
区

及
び
ガ
ザ
地
区
を
記
載
す
る
と
き
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
と

表
記
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書

の
番
号
は
、
ロ
ー
マ
字
四
文
字
及
び
八
け
た
の
数
字
を

組
み
合
わ
せ
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

５
　
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
永
住
者
の
写

真
を
表
示
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
は
、
有
効
期
間
の

満
了
の
日
を
特
別
永
住
者
の
十
六
歳
の
誕
生
日
以
降
の

日
と
し
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
写
真
は
、
別
表
第
一
に
定
め
る
要
件
を
満
た

し
た
も
の
と
し
、
第
一
条
第
一
項
、
第
二
条
第
一
項
、

第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
又

は
第
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提

出
さ
れ
た
写
真
を
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

６
　
法
第
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書

の
様
式
は
、
別
記
第
四
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
し
、
同

項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
に
表
示
す
べ
き
も

の
は
、
法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
住
居
地
又

は
新
住
居
地
（
変
更
後
の
住
居
地
を
い
う
。
）
を
記
載

す
る
と
き
の
当
該
記
載
に
係
る
届
出
の
年
月
日
と
す

る
。

７
　
法
第
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
同
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す

る
写
真
を
特
別
永
住
者
証
明
書
に
組
み
込
ん
だ
半
導
体

集
積
回
路
に
記
録
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
住
居
地

の
記
録
は
、
特
別
永
住
者
証
明
書
を
交
付
す
る
と
き
に

限
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
五
条
　
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
は
、
氏
名
に
漢
字
を

使
用
す
る
特
別
永
住
者
（
法
第
四
条
第
三
項
又
は
第
五

条
第
三
項
の
申
請
を
し
た
平
和
条
約
国
籍
離
脱
者
又
は

平
和
条
約
国
籍
離
脱
者
の
子
孫
を
含
む
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
前

条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
ー
マ
字
に
よ
り

表
記
し
た
氏
名
に
併
せ
て
、
当
該
漢
字
又
は
当
該
漢
字

及
び
仮
名
（
平
仮
名
又
は
片
仮
名
を
い
い
、
当
該
特
別

永
住
者
の
氏
名
の
一
部
に
漢
字
を
使
用
し
な
い
場
合
に

お
け
る
当
該
部
分
を
表
記
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し
た
氏
名
を
表
記
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
特
別
永
住
者
は
、
氏

名
に
漢
字
を
使
用
す
る
こ
と
を
証
す
る
資
料
一
通
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
申
出
は
、
法
第
四
条
第
三
項
、
第
五
条
第

三
項
、
第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
三

条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
申
請
又
は
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
と
併
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
は
、
氏
名
に
漢
字
を
使
用

す
る
特
別
永
住
者
に
つ
い
て
、
ロ
ー
マ
字
に
よ
り
氏
名

を
表
記
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
特
別
永
住
者
が
著
し
い

不
利
益
を
被
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
特
別
の

事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
ー
マ
字
に
代
え
て
、
当
該
漢
字
又

は
当
該
漢
字
及
び
仮
名
を
使
用
し
た
氏
名
を
表
記
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

５
　
第
一
項
及
び
前
項
の
場
合
に
お
け
る
当
該
表
記
に
用

い
る
漢
字
の
範
囲
、
用
法
そ
の
他
の
漢
字
を
使
用
し
た

氏
名
の
表
記
に
関
し
、
必
要
な
事
項
は
、
出
入
国
在
留

管
理
庁
長
官
が
告
示
を
も
っ
て
定
め
る
。

６
　
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
表
記
さ
れ
た
漢

字
又
は
漢
字
及
び
仮
名
を
使
用
し
た
氏
名
は
、
法
第
十

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
よ
る
場
合
を
除

き
、
変
更
（
当
該
漢
字
又
は
漢
字
及
び
仮
名
を
使
用
し

た
氏
名
を
表
記
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
を
含
む
。
）

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
出
入
国
在
留
管
理

庁
長
官
が
相
当
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

（
住
居
地
の
届
出
）

第
六
条
　
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
同
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
と
み
な
さ
れ
る
届
出
を
除
く
。
）
又
は
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
み
な
さ
れ
る
届
出
を

除
く
。
）
は
、
別
記
第
五
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
一
通

を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
住
居
地
以
外
の
記
載
事
項
の
変
更
届
出
）

第
七
条
　
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、

別
記
第
六
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
一
通
、
写
真
一
葉
及

び
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
を

生
じ
た
こ
と
を
証
す
る
資
料
一
通
を
提
出
し
て
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
届
出
に
当
た
っ
て
は
、
旅
券
（
入
管
法
第
二

条
第
五
号
に
定
め
る
旅
券
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及

び
特
別
永
住
者
証
明
書
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旅
券
を
提
示
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
特
別
永
住
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
理
由
を
記

載
し
た
書
類
一
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
届
出
の
場
合

に
準
用
す
る
。

（
特
別
永
住
者
証
明
書
の
有
効
期
間
の
更
新
）

第
八
条
　
法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
申
請
は
、
別
記
第
七
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
一
通
及

び
写
真
一
葉
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
申
請
の
場
合
に
準

用
す
る
。

（
紛
失
等
に
よ
る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
再
交
付
）

第
九
条
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、

別
記
第
八
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
一
通
、
写
真
一
葉
及

び
特
別
永
住
者
証
明
書
の
所
持
を
失
っ
た
こ
と
を
証
す

る
資
料
一
通
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
に
当
た
っ
て
は
、
旅
券
を
提
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
提
示

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
別
永
住
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
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の
理
由
を
記
載
し
た
書
類
一
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３
　
第
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
申
請
の
場
合

に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
前

項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
九
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

（
汚
損
等
に
よ
る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
再
交
付
）

第
十
条
　
法
第
十
四
条
第
一
項
前
段
又
は
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
申
請
は
、
別
記
第
九
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
一

通
及
び
写
真
一
葉
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
法
第
十
四
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、

別
記
第
十
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
一
通
及
び
写
真
一
葉

を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
条
第
二
項
及
び
第
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前

二
項
の
申
請
の
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第

十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
特
別
永
住
者
証
明
書
の
再
交
付
申
請
命
令
）

第
十
一
条
　
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令

は
、
別
記
第
十
一
号
様
式
に
よ
る
特
別
永
住
者
証
明
書

再
交
付
申
請
命
令
書
を
特
別
永
住
者
に
交
付
し
て
行
う

も
の
と
す
る
。

（
手
数
料
納
付
書
）

第
十
二
条
　
法
第
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料

の
納
付
は
、
別
記
第
十
二
号
様
式
に
よ
る
手
数
料
納
付

書
に
、
当
該
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
貼

っ
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
令
第
五
条
に
規
定
す
る
写
し
を
作
成
す
る
等
す
る
書

類
）

第
十
三
条
　
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国

籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法

施
行
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
四
百
二
十
号
）
第
五

条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
も
の
と

し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
に
あ
っ
て
は
、

区
又
は
総
合
区
。
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
長
が
写
し
を
作
成
し
、
当
該
写
し
を
出
入

国
在
留
管
理
庁
長
官
に
送
付
す
る
書
類
は
、
第
七
条
第

二
項
（
第
八
条
第
二
項
及
び
第
十
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
九
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
旅
券
と
す
る
。

（
特
別
永
住
者
証
明
書
の
失
効
に
関
す
る
情
報
の
公
表
）

第
十
四
条
　
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
は
、
効
力
を
失
っ

た
特
別
永
住
者
証
明
書
の
番
号
の
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
特
別
永
住
者
証
明
書
の
提
示
要
求
が
で
き
る
職
員
）

第
十
五
条
　
法
第
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
又
は
地

方
公
共
団
体
の
職
員
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
税
関
職
員

二
　
公
安
調
査
官

三
　
麻
薬
取
締
官

四
　
住
民
基
本
台
帳
に
関
す
る
事
務
（
住
民
基
本
台
帳

法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条

の
四
十
五
に
規
定
す
る
外
国
人
住
民
に
係
る
住
民
票

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
従
事
す
る
市
町
村
（
特

別
区
を
含
む
。
）
の
職
員

五
　
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一

号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
公
共
職
業
安
定
所
の
職
員

（
親
権
者
等
の
証
明
書
類
等
）

第
十
六
条
　
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
を
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
市
町
村
の
長
に
対
し
、
同
項
の

適
用
を
受
け
る
者
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
資
料

の
提
示
又
は
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
を
、
同
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
市
町
村
の
長
に
対
し
、
当
該
特
別
永
住

者
が
疾
病
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
自
ら
こ
れ
ら
の
行
為

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
及
び
当
該
特
別
永
住
者

の
親
族
又
は
同
居
者
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
資

料
の
提
示
又
は
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
出
頭
を
要
し
な
い
場
合
等
）

第
十
七
条
　
法
第
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
法
務
省
令

で
定
め
る
場
合
（
法
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
並
び
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
返

還
さ
れ
る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
受
領
に
係
る
場
合
に

限
る
。
）
は
、
特
別
永
住
者
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
者
か
ら
依
頼
を
受
け
た
者
（
当
該
特
別
永
住
者

の
十
六
歳
以
上
の
親
族
で
あ
っ
て
当
該
特
別
永
住
者
と

同
居
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
特
別
永
住
者
の
法
定

代
理
人
が
当
該
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
法
第
十
九
条

第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
（
法
第
十
条
第
一
項
及
び
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
並
び
に
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
返
還
さ
れ
る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
受
領
に
限

る
。
）
を
す
る
場
合
（
特
別
永
住
者
の
法
定
代
理
人
が

法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
別
永
住
者

に
代
わ
っ
て
す
る
場
合
を
除
く
。
）
と
す
る
。

２
　
法
第
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め

る
場
合
（
法
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
並
び
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
さ
れ

る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
受
領
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
が
、
特
別
永
住
者
に

代
わ
っ
て
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分

に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
行
為
を
す

る
場
合
（
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
別

永
住
者
又
は
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

者
の
依
頼
に
よ
り
す
る
場
合
に
限
り
、
ロ
に
掲
げ
る

者
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
別
永

住
者
に
代
わ
っ
て
す
る
場
合
を
除
く
。
）

イ
　
弁
護
士
又
は
行
政
書
士
で
所
属
す
る
弁
護
士
会

又
は
行
政
書
士
会
を
経
由
し
て
そ
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
に
届
け
出
た

も
の

ロ
　
当
該
特
別
永
住
者
の
法
定
代
理
人

二
　
前
号
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
特
別
永
住
者
が

十
六
歳
に
満
た
な
い
場
合
又
は
疾
病
そ
の
他
の
事
由

に
よ
り
自
ら
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
為
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
別
永

住
者
の
親
族
（
当
該
特
別
永
住
者
と
同
居
す
る
十
六

歳
以
上
の
者
を
除
く
。
）
又
は
同
居
者
（
当
該
特
別

永
住
者
の
親
族
を
除
く
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず

る
者
で
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
が
適
当
と
認
め
る

も
の
が
、
当
該
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
当
該
行
為

の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
行

為
を
す
る
と
き
。

三
　
法
第
十
一
条
第
二
項
（
法
第
十
二
条
第
三
項
、
第

十
三
条
第
二
項
及
び
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ

る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
受
領
に
つ
い
て
は
、
当
該

受
領
の
た
め
に
市
町
村
の
事
務
所
に
出
頭
す
る
こ
と

に
著
し
い
支
障
が
あ
る
者
（
法
第
十
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
特
別
永
住
者
証
明
書
の
受
領
を
市
町
村

の
事
務
所
に
自
ら
出
頭
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
者
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
領
を

特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

に
限
る
。
）
が
日
本
郵
便
株
式
会
社
の
内
国
郵
便
約

款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
名
宛
人
本
人
に
限
り
交

付
し
、
又
は
配
達
す
る
本
人
限
定
受
取
郵
便
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
送
付
さ
れ
る
特
別
永
住
者

証
明
書
を
受
領
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
出
入
国
在
留

管
理
庁
長
官
に
お
い
て
相
当
と
認
め
る
と
き
。

３
　
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
を
、
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
市
町
村
の
長
に
対
し
、
同
項
の
規
定
に

よ
り
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

者
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
の
提
示
又
は
説

明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
法
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
別
永
住
者

が
自
ら
出
頭
し
て
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
を
行

う
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
行
為
を
当

該
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
別

表
第
二
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
応
じ
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
市
町
村
の
長
に
対
し
、
当
該
場
合
に
当
た
る
こ

と
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
の
提
示
又
は
説
明
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
み
な
し
再
入
国
許
可
の
意
図
の
表
明
）

第
十
八
条
　
法
第
二
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

入
管
法
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
再
び
入

国
す
る
意
図
の
表
明
は
、
入
国
審
査
官
に
再
び
入
国
す

る
意
図
を
有
す
る
旨
の
記
載
を
し
た
出
入
国
管
理
及
び

難
民
認
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
法
務
省
令
第

五
十
四
号
）
別
記
第
三
十
七
号
の
十
九
様
式
に
よ
る
書

面
の
提
出
及
び
特
別
永
住
者
証
明
書
の
提
示
に
よ
っ
て

行
う
も
の
と
す
る
。

（
再
入
国
の
許
可
を
要
す
る
者
）

第
十
九
条
　
法
第
二
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

入
管
法
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
出
入
国

の
公
正
な
管
理
の
た
め
再
入
国
の
許
可
を
要
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
入
管
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
し
て
入
国
審
査
官
が
通

知
を
受
け
て
い
る
者

二
　
入
管
法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
又
は
第
四
十
四

条
の
四
第
三
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
収

容
令
書
の
発
付
を
受
け
て
い
る
者

三
　
入
管
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
又
は
第
六
項
の

規
定
に
よ
り
監
理
措
置
に
付
さ
れ
て
い
る
者

四
　
日
本
国
の
利
益
又
は
公
安
を
害
す
る
行
為
を
行
う

お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
出
入
国
の
公
正
な
管

理
の
た
め
再
入
国
の
許
可
を
要
す
る
と
認
め
る
に
足

り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
し
て
出
入
国
在
留
管
理

庁
長
官
が
認
定
す
る
者

２
　
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
は
、
前
項
第
四
号
の
規
定

に
よ
る
認
定
を
し
た
と
き
は
、
特
別
永
住
者
に
対
し
、

そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
永

住
者
の
所
在
が
不
明
で
あ
る
と
き
そ
の
他
の
通
知
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
前
項
の
通
知
は
、
別
記
第
十
三
号
様
式
に
よ
る
通
知

書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
急
速
を
要

す
る
場
合
に
は
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
が
第
一
項

第
四
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
旨
を
入
国
審
査
官

に
口
頭
で
通
知
さ
せ
て
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

2



（
雑
則
）

第
二
十
条
　
法
又
は
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
出
入
国
在

留
管
理
庁
長
官
に
提
出
す
る
も
の
と
さ
れ
る
資
料
が
外

国
語
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
資
料
に

訳
文
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法

及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を

離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一

部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七

十
九
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
四
年
七
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
附
則
第
六
条
（
同
条
第
二
項
中
改
正
法
附
則
第
二

十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
施
行
日
に
お

い
て
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
と
み
な
さ
れ

る
改
正
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
外
国
人

登
録
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
二
十
五
号
。
以

下
「
旧
外
国
人
登
録
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一

項
又
は
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
と
併
せ

て
行
う
申
出
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
　
改

正
法
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の

日
（
平
成
二
十
四
年
一
月
十
三
日
）

二
　
附
則
第
六
条
第
二
項
（
改
正
法
附
則
第
二
十
九
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
施
行
日
に
お
い
て
同

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
と
み
な
さ
れ
る
旧
外

国
人
登
録
法
第
三
条
第
一
項
又
は
第
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
申
請
と
併
せ
て
行
う
申
出
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
の
規
定
　
平
成
二
十
四
年
六
月
九
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
二
条
第
二
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
中
長
期

在
留
者
（
入
管
法
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期

在
留
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
所
持
す
る
旧
外
国

人
登
録
法
に
規
定
す
る
外
国
人
登
録
証
明
書
（
以
下

「
登
録
証
明
書
」
と
い
う
。
）
は
、
在
留
カ
ー
ド
と
み
な

す
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
登
録
証
明
書
が
在
留
カ
ー
ド

と
み
な
さ
れ
る
期
間
は
、
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
二

項
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
日
本
国
と
の
平
和

条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入

国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
施
行
規
則
（
平
成
三
年
法
務

省
令
第
二
十
七
号
。
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
別

記
第
三
号
様
式
の
特
別
永
住
許
可
書
の
書
面
は
、
こ
の

省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
後

に
お
い
て
も
、
当
分
の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後

の
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離

脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
施
行
規

則
（
平
成
二
十
三
年
法
務
省
令
第
四
十
四
号
。
以
下

「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
号
様
式
の
特
別
永
住
許
可

書
の
書
面
と
み
な
す
。

第
四
条
　
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
五
項
、
第
二
十
八

条
第
四
項
又
は
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特

別
永
住
者
証
明
書
を
交
付
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
八

条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
国
籍
の
属
す
る
国
又
は

入
管
法
第
二
条
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る
地
域
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
国
籍
・
地
域
」
と
い
う
。
）
は
、
日

本
の
国
籍
以
外
の
二
以
上
の
国
籍
を
有
す
る
特
別
永
住

者
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
国
籍
・
地
域
を
記
載
す
る
も

の
と
す
る
。

一
　
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
五
項
又
は
第
二
十
八

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
永
住
者
証
明
書
を
交

付
す
る
場
合
　
当
該
特
別
永
住
者
の
登
録
証
明
書
の

記
載
に
係
る
国
籍
・
地
域

二
　
改
正
法
附
則
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

特
別
永
住
者
証
明
書
を
交
付
す
る
場
合
　
当
該
特
別

永
住
者
の
特
別
永
住
許
可
書
の
記
載
に
係
る
国
籍
・

地
域
（
特
別
永
住
許
可
書
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い

場
合
に
あ
っ
て
は
、
旅
券
を

近
に
発
行
し
た
国
の

国
籍
又
は
機
関
の
属
す
る
入
管
法
第
二
条
第
五
号
ロ

に
規
定
す
る
地
域
）

第
五
条
　
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
五
項
、
第
二
十
八

条
第
四
項
又
は
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特

別
永
住
者
証
明
書
を
交
付
す
る
場
合
に
お
け
る
新
規
則

第
四
条
第
五
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
一

条
第
一
項
、
第
二
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第
八

条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
、
「
出
入
国
管
理

及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ

き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関

す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に

伴
う
法
務
省
関
係
省
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す

る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
法
務
省
令
第
四
十
三
号
）
第

二
十
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
十
二

条
第
一
項
の
規
定
」
と
す
る
。

第
六
条
　
新
規
則
第
五
条
第
一
項
の
申
出
を
し
よ
う
と
す

る
特
別
永
住
者
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
そ
の
申

出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
申
出
は
、
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
申
請
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
と
み
な
さ
れ
る
申
請
を

含
む
。
）
又
は
改
正
法
附
則
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
改
正
法
施
行
日
に
お
い
て
同
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
申
請
と
み
な
さ
れ
る
旧
外
国
人
登
録
法
第
三

条
第
一
項
若
し
く
は
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申

請
と
併
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
　
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
申
請
又
は
改
正
法
附
則
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
特
別
永
住
者
は
、
新
規

則
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の

申
請
に
併
せ
て
同
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
八
条
　
改
正
法
施
行
日
前
に
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認

定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
法
務
省
令
第
五
十
四

号
）
第
六
条
の
二
第
四
項
第
二
号
又
は
第
十
九
条
第
三

項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
地
方
入
国
管
理
局
長
に
届
け

出
た
者
は
、
新
規
則
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
イ
の
規

定
に
よ
り
地
方
入
国
管
理
局
長
に
届
け
出
た
者
と
み
な

す
。

第
九
条
　
登
録
証
明
書
を
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
二

項
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て
所
持
す
る
特
別
永
住

者
に
対
す
る
新
規
則
第
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
条
中
「
特
別
永
住
者
証
明
書
」
と
あ
る
の

は
、
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と

の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等

の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る

等
の
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
四

条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
外
国
人
登
録
法
（
昭
和
二

十
七
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
に
規
定
す
る
外
国
人
登

録
証
明
書
」
と
す
る
。

第
十
条
　
新
規
則
別
記
第
五
号
様
式
、
別
記
第
七
号
様

式
、
別
記
第
八
号
様
式
、
別
記
第
九
号
様
式
及
び
別
記

第
十
号
様
式
の
申
請
書
中
特
別
永
住
者
証
明
書
の
番
号

を
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
項
は
、
当
該
記
載
に

係
る
特
別
永
住
者
が
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
一
項

の
適
用
を
受
け
る
登
録
証
明
書
を
所
持
す
る
者
で
あ
る

場
合
は
当
該
登
録
証
明
書
の
番
号
を
記
載
す
る
項
と
す

る
。

第
十
一
条
　
新
規
則
別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
二
号

様
式
の
申
請
書
中
特
別
永
住
者
証
明
書
の
番
号
又
は
在

留
カ
ー
ド
の
番
号
を
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
項

は
、
当
該
記
載
に
係
る
特
別
永
住
者
が
登
録
証
明
書
を

改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
期
間

に
お
い
て
所
持
す
る
者
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
記
載
に

係
る
中
長
期
在
留
者
が
登
録
証
明
書
を
改
正
法
附
則
第

十
五
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て
所
持
す

る
者
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
特
別
永
住
者
又
は
当
該
中

長
期
在
留
者
が
所
持
す
る
登
録
証
明
書
の
登
録
番
号
を

記
載
す
る
項
と
す
る
。

第
十
二
条
　
新
規
則
第
四
条
第
二
項
の
適
用
に
お
い
て

は
、
施
行
日
前
に
交
付
さ
れ
た
旧
規
則
第
三
号
様
式
の

特
別
永
住
許
可
書
は
、
新
規
則
第
三
号
様
式
の
特
別
永

住
許
可
書
と
み
な
す
。

２
　
附
則
第
四
条
第
二
号
の
適
用
に
お
い
て
も
、
前
項
と

同
様
と
す
る
。

第
十
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
行
わ
れ
て
い
る

旧
規
則
別
記
第
一
号
様
式
又
は
別
記
第
二
号
様
式
に
よ

る
特
別
永
住
許
可
の
申
請
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
規
則
別
記

第
一
号
様
式
又
は
別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
特
別
永
住

許
可
の
申
請
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
二
八
日
法
務
省

令
第
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
法
務
省
令

第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
一
五
日
法
務
省
令

第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
行
わ
れ
て
い
る
こ

の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
（
以
下

「
旧
省
令
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
申

請
、
申
出
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
申
請
等
の
行
為
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
（
以
下
「
新
省
令
」
と
い

う
。
）
に
規
定
す
る
相
当
様
式
に
よ
る
申
請
等
の
行
為

と
み
な
す
。

第
三
条
　
旧
省
令
に
規
定
す
る
様
式
の
書
面
は
、
こ
の
省

令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
当
分
の
間
、
新
省
令
に
規
定

す
る
相
当
様
式
の
書
面
と
み
な
す
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
、
旧
省
令
の
規
定
に
よ

り
交
付
さ
れ
、
証
印
さ
れ
、
作
成
さ
れ
又
は
発
付
さ
れ

た
通
知
書
、
証
明
書
、
命
令
書
、
許
可
書
、
証
印
、
調

書
、
収
容
令
書
、
退
去
強
制
令
書
そ
の
他
の
文
書
の
効

力
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
法
務
省
令
第

一
〇
号
）

3



（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
行
わ
れ
て
い
る
こ

の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
（
以
下

「
旧
省
令
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
申

請
、
申
出
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
申
請
等
の
行
為
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
（
以
下
「
新
省
令
」
と
い

う
。
）
に
規
定
す
る
相
当
様
式
に
よ
る
申
請
等
の
行
為

と
み
な
す
。

第
三
条
　
旧
省
令
に
規
定
す
る
様
式
の
書
面
は
、
こ
の
省

令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
当
分
の
間
、
新
省
令
に
規
定

す
る
相
当
様
式
の
書
面
と
み
な
す
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
、
旧
省
令
の
規
定
に
よ

り
交
付
さ
れ
、
作
成
さ
れ
又
は
発
付
さ
れ
た
通
知
書
、

証
明
書
、
命
令
書
、
許
可
書
、
退
去
強
制
令
書
そ
の
他

の
文
書
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
一
八
日
法
務
省
令
第

九
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
二
七
日
法
務
省
令
第

七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
〇
月
二
五
日
法
務
省
令

第
三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び

日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱

し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の

施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
五
月
二
九
日
法
務
省
令
第

三
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法

及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を

離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
六
月
十
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

別
表
第
一
（
第
一
条
、
第
四
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
十
七
条
関
係
）

特
別
永
住
者
が
自
ら

出
頭
し
て
行
う
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
行
為

当
該
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ

て
す
る
行
為

法
第
十
一
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
届
出

第
七
条
第
一
項
に
定
め
る
届

出
書
等
の
提
出
及
び
同
条
第

二
項
に
定
め
る
旅
券
等
の
提

示
等
に
係
る
手
続

法
第
十
二
条
第
一
項

又
は
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
申
請

第
八
条
第
一
項
に
定
め
る
申

請
書
等
の
提
出
及
び
同
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

七
条
第
二
項
に
定
め
る
旅
券

等
の
提
示
等
に
係
る
手
続

法
第
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
申
請

第
九
条
第
一
項
に
定
め
る
申

請
書
等
の
提
出
及
び
同
条
第

二
項
に
定
め
る
旅
券
の
提
示

等
に
係
る
手
続

法
第
十
四
条
第
一
項

又
は
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
申
請

第
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項

に
定
め
る
申
請
書
等
の
提
出

及
び
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
七
条
第
二
項
に

定
め
る
旅
券
等
の
提
示
等
に

係
る
手
続

法
第
十
一
条
第
二
項

（
法
第
十
二
条
第
三

項
、
第
十
三
条
第
二

項
及
び
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
り
交
付

さ
れ
る
特
別
永
住
者

証
明
書
の
受
領

こ
の
項
の
上
欄
の
規
定
に
よ

り
交
付
さ
れ
る
特
別
永
住
者

証
明
書
の
受
領
に
係
る
手
続

別
記
第
一
号
様
式
（
第
一
条
関
係
）

別記第一号様式（第一条関係）（平31法省令7・一部改正）日本国政府法務省特別永住許可申請書出入国在留管理庁長官殿写真1国籍・地域2氏名3性別男・女4生年月日年月日5出生地6居住地7電話番号8父及び母の身分事項続柄父母氏名生年月日年月日年月日国籍・地域特別永住者証明書番号又は在留カード番号在留の資格申請人署名申請年月日年月日受理年月日年月日第号受理番号1出生2日本国籍離脱・喪失申請事由3その他（）市区町村審査欄代理申請事由116歳未満2その他（）市区町村長名及び職印  

別
記
第
二
号
様
式
（
第
二
条
関
係
）

別記第二号様式（第二条関係）（平31法省令7・一部改正）日本国政府法務省特別永住許可申請書出入国在留管理庁長官殿写真1国籍・地域2氏名3性別男・女4生年月日年月日5出生地6住居地（住所）7電話番号8現に有する在留資格（在留期間）（）9在留期間満了日年月日10在留カード番号11父及び母の身分事項続柄氏名生年月日国籍・地域同居の有無在留の資格（在留期間）父母12在日家族続柄氏名年齢国籍・地域同居の有無職業在留の資格（在留期間）申請人（代理人）署名申請年月日年月日官用欄  

別
記
第
三
号
様
式
（
第
三
条
関
係
）

別記第三号様式（第三条関係）（平31法省令7・令元法省令10・一部改正）日本国政府法務省許可番号第号特別永住許可書国籍・地域氏名性別生年月日日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第条第項に基づき特別永住者として本邦で永住することを許可します。年月日出入国在留管理庁長官（注）用紙の大きさは，日本産業規格A列5番とする。  

4



別
記
第
四
号
様
式
（
第
四
条
関
係
）

別記第四号様式（第四条関係）（平31法省令7・一部改正）（表）特別永住者証明書日本国政府番号氏名生年月日年月日性別国籍・地域写真住居地この証明書は年月日まで有効です。出入国在留管理庁長官（裏）住居地記載欄届出年月日住居地交付年月日年月日（注）縦54．0ミリメートル，横85．6ミリメートルとする。  

別
記
第
五
号
様
式
（
第
六
条
関
係
）

別記第五号様式（第六条関係）（平31法省令7・一部改正）日本国政府法務省住居地届出書出入国在留管理庁長官殿日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第10条第1項又は第2項の規定に基づき，次のとおり住居地を届け出ます。該当する届出にチェックしてください。□①住居地を定めた場合の住居地届出（法第10条第1項）□②住居地の変更届出（法第10条第2項）1国籍・地域2生年月日年月日3氏名4性別男・女5特別永住者証明書番号6現在の住居地7現在の住居地を定めた日年月日8前住居地（②の届出の場合に記入）9代理人氏名本人との関係住所以上の記載内容は事実と相違ありません。届出人の署名／届出年月日年月日注意届出書作成後届出までに記載内容に変更が生じた場合，届出人が変更箇所を訂正し，署名すること。市区町村記載欄  

別
記
第
六
号
様
式
（
第
七
条
関
係
）

別記第六号様式（第七条関係）（平31法省令7・一部改正）日本国政府法務省特別永住者証明書記載事項変更届出書出入国在留管理庁長官殿写真日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第11条第1項の規定に基づき，次のとおり特別永住者証明書の記載事項の変更を届け出ます。1国籍・地域2生年月日年月日3氏名4性別男・女5住居地6特別永住者証明書番号7変更を生じた事項8変更が生じた日□氏名□生年月日□性別□国籍・地域年月日9変更の内容（7に対応するものを記載）変更前変更後10代理人氏名本人との関係住所以上の記載内容は事実と相違ありません。届出人（代理人）の署名／届出書作成年月日年月日注意5及び10のについて，住居地（住所）がない場合は，「なし」と記入し，住居地でない居住地を括弧書きで付記すること。届出書作成後届出までに記載内容に変更が生じた場合，届出人（代理人）が変更箇所を訂正し，署名すること。※取次者氏名住所所属機関等（親族等については，本人との関係）電話番号（携帯電話番号）市区町村記載欄  

別
記
第
七
号
様
式
（
第
八
条
関
係
）

別記第七号様式（第八条関係）（平31法省令7・一部改正）日本国政府法務省特別永住者証明書有効期間更新申請書出入国在留管理庁長官殿写真日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第12条第1項又は第2項の規定に基づき，次のとおり特別永住者証明書の有効期間の更新を申請します。該当する申請にチェックしてください。□①特別永住者証明書の有効期間の更新□②特別永住者証明書の有効期間の更新（更新期間内の申請）（やむを得ない理由のため更新期間前の申請）1国籍・地域2生年月日年月日3氏名4性別男・女5住居地6特別永住者証明書番号7更新期間内に申請することが困難である理由（上記②の場合に記入）8代理人氏名本人との関係住所以上の記載内容は事実と相違ありません。申請人（代理人）の署名／申請書作成年月日年月日注意5及び8について，住居地（住所）がない場合は「なし」と記入し，住居地でない居住地を括弧書きで付記すること。申請書作成後申請までに記載内容に変更が生じた場合，申請人（代理人）が変更箇所を訂正し，署名すること。※取次者氏名住所所属機関等（親族等については，本人との関係）電話番号（携帯電話番号）市区町村記載欄  
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別
記
第
八
号
様
式
（
第
九
条
関
係
）

別記第八号様式（第九条関係）（平31法省令7・一部改正）日本国政府法務省特別永住者証明書再交付申請書出入国在留管理庁長官殿写真日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第13条第1項の規定に基づき，次のとおり特別永住者証明書の再交付を申請します。1国籍・地域2生年月日年月日3氏名4性別男・女5住居地6特別永住者証明書番号7特別永住者証明書の所持を失った理由及びその事実を知った日年月日8代理人氏名本人との関係住所以上の記載内容は事実と相違ありません。申請人（代理人）の署名／申請書作成年月日年月日注意5及び8について，住居地（住所）がない場合は「なし」と記入し，住居地でない居住地を括弧書きで付記すること。申請書作成後申請までに記載内容に変更が生じた場合，申請人（代理人）が変更箇所を訂正し，署名すること。※取次者氏名住所所属機関等（親族等については，本人との関係）電話番号（携帯電話番号）市区町村記載欄  

別
記
第
九
号
様
式
（
第
十
条
関
係
）

別記第九号様式（第十条関係）（平31法省令7・一部改正）日本国政府法務省特別永住者証明書再交付申請書出入国在留管理庁長官殿写真日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第14条第1項前段又は第3項の規定に基づき，次のとおり特別永住者証明書の再交付を申請します。該当する申請にチェックしてください。□①特別永住者証明書の汚損等による□②特別永住者証明書の再交付申請命再交付申請令による再交付申請1国籍・地域2生年月日年月日3氏名4性別男・女5住居地6特別永住者証明書番号7代理人氏名本人との関係住所以上の記載内容は事実と相違ありません。申請人（代理人）の署名／申請書作成年月日年月日注意5及び7について，住居地（住所）がない場合は，「なし」と記載し，住居地でない居住地を括弧書きで付記すること。申請書作成後申請までに記載内容に変更が生じた場合，申請人（代理人）が変更箇所を訂正し，署名すること。※取次者氏名住所所属機関等（親族等については，本人との関係）電話番号（携帯電話番号）市区町村記載欄  

別
記
第
十
号
様
式
（
第
十
条
関
係
）

別記第十号様式（第十条関係）（平31法省令7・一部改正）日本国政府法務省特別永住者証明書再交付申請書出入国在留管理庁長官殿写真日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第14条第1項後段の規定に基づき，次のとおり特別永住者証明書の交換希望による再交付を申請します。1国籍・地域2生年月日年月日3氏名4性別男・女5住居地6特別永住者証明書番号7特別永住者証明書の交換を希望する理由8代理人氏名本人との関係住所以上の記載内容は事実と相違ありません。申請人（代理人）の署名／申請書作成年月日年月日注意5及び8について，住居地（住所）がない場合は「なし」と記入し，住居地でない居住地を括弧書きで付記すること。申請書作成後申請までに記載内容に変更が生じた場合，申請人（代理人）が変更箇所を訂正し，署名すること。※取次者氏名住所所属機関等（親族等については，本人との関係）電話番号（携帯電話番号）市区町村記載欄  

別
記
第
十
一
号
様
式
（
第
十
一
条
関
係
）

別記第十一号様式（第十一条関係）（平31法省令7・一部改正）番号日本国政府法務省特別永住者証明書の再交付申請命令書殿下記のとおり，日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第14条第2項の規定に基づき，本命令書を受領した日から14日以内に特別永住者証明書の再交付を申請することを命じます。記1特別永住者証明書の再交付申請命令の対象者氏名生年月日年月日国籍・地域住居地2理由年月日出入国在留管理庁長官  
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別
記
第
十
二
号
様
式
（
第
十
二
条
関
係
）

別記第十二号様式（第十二条関係）（平31法省令7・令元法省令10・一部改正）番号日本国政府法務省年月日手数料納付書印紙出入国在留管理庁長官殿金円也（￥）日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第14条第5項に基づき，上記金額を手数料として納付します。納付者氏名署名（注）用紙の大きさは，日本産業規格A列4番とする。  

別
記
第
十
三
号
様
式
（
第
十
九
条
関
係
）

別記第十三号様式（第十九条関係）（平31法省令7・一部改正）番号日本国政府法務省認定通知書殿1氏名2生年月日3国籍・地域上記の者について，出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があると認定したので，日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第19条第2項の規定に基づき，通知します。年月日出入国在留管理庁長官  
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